
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加
算

物価高騰生活支援事業

①食料品などの高騰に影響を受けている市民への支援を行う
ことで、市民の生活を維持する。
②全世帯への商品券の配布及び事務費
③商品券　3,000円×290,300人=870,900,000円
  事務費[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　人件費　として支出]259,847,000円
④市内全世帯

R8.2 R8.3

2

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

秋田市観光振興協働交付金（飲食店
支援事業）

①物価高騰に直面する飲食業への支援として、本市で働く料
理人に光をあてるイベントの開催費用を交付する。料理の魅
力を発信し、認知度を向上させることで、物価高騰により料金
の値上げを強いられている本市飲食店の付加価値を高め、利
用者増および採算性向上を図る。
②交付金：イベント開催経費
③交付金：1,000千円×１イベント
④交付対象者：公益社団法人秋田観光コンベンション協会
　 支援対象者：市内飲食店等

R7.4 R8.3

3

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

雄物川花火大会開催事業費補助金
（花火等資材高騰分）

①原材料の高騰により打上数の減少が懸念される雄物川花
火大会の経費に充当し、例年並みの打上数を維持する。
②交付金を充当する経費内容
　花火玉の資材高騰相当分
③積算根拠
　前年度からの花火価格上昇分から積算
　10,000,000円-9,000,000円=1,000,000円
④事業の対象
　秋田市夏まつり雄物川花火大会実行委員会

R7.4 R8.3

4
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

まちあかり・ふれあい推進事業

①光熱費の価格高騰に直面する町内会が負担する防犯灯電
気料金の一部に充当し、安定的な維持管理を行う。
②電気料金の高騰相当分
③積算根拠
・電気料金
LED防犯灯：37,214,800円（※１、３）
LED以外の防犯灯：3,284,600円（※２）　　計　40,499,400円
※１　各町内保有の防犯灯数×146円×12か月×0.5
※２　（各町内保有のＬＥＤ以外防犯灯電気料金×12か月×
0.5）－（各町内保有のＬＥＤ防犯灯数×146円×12か月×0.5）
※３　令和７年度末にLED防犯灯の助成率を引き上げ、追加交
付
各町内保有の防犯灯数×146円×12か月×0.2
※４　各町内会ごとに100円未満の端数を切り捨てて計算
④町内会・自治会

R7.4 R8.3

5
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

防犯活動推進補助金

①物価高騰により影響を受けている市内各防犯協会の継続
的な活動を支援する。
②交付金を充当する経費内容
活動費補助金
③積算根拠
　各防犯協会　36千円×３団体＝108千円
　各支部　10千円×32支部＝320千円
　青色回転灯装着車　５千円×13台＝65千円
　秋田県防犯協会連合会共済事業費　444千円
④事業の対象
　市内で活動する防犯協会

R7.4 R8.3

6

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

遠隔医療推進事業費補助金

①目的・効果
市内の医療機関の少ない地域に居住する市民に対して、身近
な場所で医療を提供することにより、燃料・交通費等の物価高
騰下における負担増を軽減するとともに、医療提供体制を確
保する。
②交付金を充当する経費内容
　秋田大学が運用している遠隔医療搭載車両に搭載する医療
機器等の整備にかかる費用
③積算根拠
　（補助金5,616千円）
　携帯型眼底撮影装置　1,500千円
　携帯型体表撮影装置　207千円
　全自動血球計数測定装置　2,900千円
　救急セット　606千円
　可搬式簡易スロープ等　403千円
④事業の対象
　秋田大学医学部附属病院

R7.4 R8.3

7
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

地産地消推進事業（物価高騰対応）

①物価高騰に直面する生産者への支援として、農産物の販売
や地産地消推進店への誘客を図る直売イベントを実施し、本
市農産物等の消費・拡大を図る。
②業務委託料、通信運搬費
③業務委託料　2,665千円、通信運搬費@220×155件（35千
円）
④イベント出展者

R7.6 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

農商工連携ビジネス支援事業（物価
高騰対応）

①電気・ガス・原材料等高騰により売上減少等の影響を受け
ている事業者を支援するため、中心市街地に定期的なにぎわ
いを形成する販売イベントに対し、その費用の一部を補助す
る。
②補助金
③イベント運営費　500千円（イベント運営費の一部）×2件
④イベント実行委員会

R7.4 R8.3

9
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

商店街振興事業（物価高騰対応）

①地域の特色を活かした魅力ある商店街づくりを支援し、エネ
ルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている商店街
の振興を図る。
・商店街ソフト事業…イベントや商店街振興に資する事業に補
助(物価高騰のため、買い控えが発生している商店街を活気づ
けるもの）
・商店街街路灯等電気料補助事業…街路灯等の電気料の一
部を補助（電気料高騰への対応として）
・商店街共同施設設置事業…商店街共同施設整備費用の一
部を補助（物価高騰による整備費用の値上がり対応として）
②補助金
③総事業費　4,870千円
補助金　4,870千円
・商店街ソフト事業…15事業（2,384千円）
・商店街街路灯等電気料補助事業…16団体（1,000千円）
・商店街共同施設設置事業…3事業（1,486千円）
④秋田市商店街連盟に加盟する商店街など

R7.4 R8.3

10
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

業態転換等支援事業（物価高騰対
応）

①アフターコロナや物価高騰、人材不足等に対応できる経営
体制の構築を促進するため、市内中小企業の業態転換や新
分野進出、生産性向上等の取組に対して補助する。
②消耗品費、補助金
③総事業費　6,174千円
消耗品費（トナー等）　174千円
補助金　6,000千円
500千円×12＝6,000千円
④市内に事業所、店舗等があり、現に営業を行っている中小
企業または個人事業主

R7.5 R8.3

11
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

再生可能エネルギー導入事業者支援
事業（物価高騰対応）

①光熱費等の高騰によるコストプッシュインフレである状況を
踏まえ、事業所への再生可能エネルギーの導入を支援し、製
品・サービスの価格への影響低減を図る。
②補助金
③補助金：1,000千円
・太陽光発電：1,000千円［500千円（20千円／ｋＷ×25ｋＷ）×2
件］
④市内事業者

R7.6 R8.3

12
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

スマート農業導入支援事（物価高騰
対応）

①労働力不足が進み資材等の価格が高騰する中、低コスト・
省力化を図るための農業機械の導入等に対し支援し、農業経
営の安定を図る。
②(1)稲作に係るスマート技術等を活用した低コスト・省力化に
必要な機械・設備の導入経費に対する補助金
　 (2)農業用ドローンオペレーター資格の取得経費に対する補
助金
③補助金8,000千円
　 (1)税抜事業費の1/3以内、上限1,000千円/台
　 (2)税抜事業費の1/3以内、上限100千円/人
④認定農業法人又は３農業者以上による共同利用者

R7.4 R8.3

13
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

園芸作物生産振興事業（物価高騰対
応）

①農業生産資材の価格高騰が継続していることから、園芸作
物生産基盤の整備に必要な施設や機械の導入に対して支援
し、農業経営の安定を図る。
②補助金
③補助金7,200千円（内訳：ハウス等5,300千円、機械1,700千
円、ダリア生産資材200千円）
④園芸作物の生産拡大を目指す農業者等、農業協同組合

R7.4 R8.3
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⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

地方バス路線維持対策経費（運転士
担い手確保支援事業費補助金分）

①運転士不足によりバス路線の維持が困難となってきている
ため、運転士等担い手確保が急務となっているバス事業者
は、燃料費など物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境にあ
ることから、担い手（運転士）確保に向けた取組に係る経費の
一部を支援することにより、取組の早期着手、事業者の負担
軽減を図る。
②補助金（事業者が行う運転士確保に向けた取組に係る経費
の一部を補助する）
③補助対象経費3,815千円×1/2＝1,907千円
④秋田市内に主たる営業所等を有する乗合バス事業

R7.10 R8.3
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⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

マイタウン・バス運行事業（運行維持
費負担金物価高騰分）

①物価や燃料価格高騰の影響を受けるマイタウン・バス運行
事業（郊外部廃止路線の代替交通運行事業）にかかる車両維
持に要する費用の一部に充当し、安定的なマイタウン・バス運
行事業の継続につなげ、市民等の移動手段を維持・確保す
る。
②車両維持に要する費用の高騰相当分（負担金）
③７年度車両維持費（西部線・北部線・南部線）予算額32,701
千円－６年度車両維持費（西部線・北部線・南部線）予算額
29,676千円＝3,025千円
④秋田市内に主たる営業所等を有する一般乗合旅客自動車
運送事業者

R7.4 R8.3
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⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

タクシー事業者運行対策支援事業

①公共交通の再編にあたり、面的な移動手段を担うタクシー
事業者は、運転士等担い手確保が急務となっているほか、燃
料費など物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境にあること
から、担い手（運転士）確保に向けた取組に係る経費の一部を
支援することにより、取組の早期着手、事業者の負担軽減を
図る。
②補助金（事業者団体が行う運転士確保に向けた取組に係る
経費の一部を補助する）
③補助対象経費3,230千円×1/2＝1,615千円
④秋田市内に主たる営業所等を有する一般乗用旅客自動車
運送事業を行うタクシー事業者によって構成される事業者団
体

R7.4 R7.6
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②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費会計繰出金（給食物資高
騰対応保護者負担軽減分（当初予算
分））

①物価高騰下においても、保護者負担を増すことなく、これま
でと同等の栄養バランス、量を確保した学校給食を提供する
ため、食材購入費のうち、物価高騰に伴う給食費改定増額分
に充当する。
②物価高騰による食材購入費(児童生徒分のみ、教職員分は
除く)から保存食分を除いた額107,567千円
うち交付金対象：物価高騰による増額改定分：107,567千円
　　交付金対象外：保存食購入費超過分：478千円
③小学校（13,045人×28円×190回）＋中学校（6,696人×30円
×190回）
※交付対象経費分
④市立小中学校の児童生徒（19,741人）の保護者（教職員は
除く）

R7.4 R8.3

18

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

学校給食費会計繰出金（給食物資高
騰対応保護者負担軽減分（6月補正
分））

①令和６年11月以降の米飯やその他生鮮食品に係る急激な
価格上昇により適正な献立水準の維持が困難となっているこ
とから、保護者負担を増すことなく、これまでと同等の栄養バラ
ンス、量を確保した学校給食を提供するため、食材購入費不
足分を補填する。
②物価高騰による食材購入費(児童生徒分のみ、教職員分は
除く)から保存食分を除いた額110,178千円
うち交付金対象：食材購入費不足分：110,178千円
　　交付金対象外：保存食購入費超過分：400千円
③小学校（13,045人×27円×190回）＋中学校（6,696人×34円
×190回）
※交付対象経費分
④市立小中学校の児童生徒（19,741人）の保護者（教職員は
除く）

R7.4 R8.3
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

公立大学法人運営費交付金（光熱費
高騰対応）

①光熱費の価格高騰に直面する秋田公立美術大学の光熱費（電気、
ガス、灯油、ペレット）の一部に充当し、安定的な管理・運営につなげ
る。
②運営費交付金のうち光熱費の高騰相当分（令和７年度当初予算）
③【電気】
｛７年度平均単価（４月～２月分）32円－３年度平均単価（４月～２月
分）22円｝×７年度使用量（４月～２月分）1,140,654＝11,406,540円
　【ガス】
｛７年度平均単価（４月～２月分）154円－３年度平均単価（４月～２月
分）131円｝×７年度使用量（４月～２月分）85,181＝1,959,163円
　【灯油・ガソリン】
｛７年度平均単価（４月～２月分）140円－３年度平均単価（４月～２月
分）121円｝×７年度使用量（４月～２月分）79,427＝1,509,113円
　【ペレット】
｛７年度平均単価（４月～２月分）84円－３年度平均単価（４月～２月
分）60円｝×７年度使用量（４月～２月分）18,850＝452,400円
　合計　15,327,216円
④公立大学法人秋田公立美術大学

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

観光施設維持管理等経費
（燃料費・光熱水費高騰分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する雄和観光施設および河辺公園施
設の電気・ガス料金（灯油代）の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②指定管理料のうち電気料金、ガス料金および灯油料金の高騰相当分
③電気3,182,820円＋ガス448,318円＋灯油45,792円＝3,676,930円
（１）雄和観光施設
・電気料金｛７年度平均単価（４月～２月分）31円－３年度平均単価（４月～２
月分）19円}×７年度使用量（４月～２月分）259,370kwh＝3,112,440円
・ガス料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）474円－３年度平均単価（４月～２月分）
388円}×７年度使用量（４月～２月分）5,213㎡＝448,318円
・灯油料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）103円－３年度平均単価（４月～２月分）87
円}×７年度使用量（４月～２月分）2,862ℓ＝45,792円

（２）河辺公園施設
・電気料金｛７年度平均単価（４月～２月分）39円－３年度平均単価（４月～２
月分）35円}×７年度使用量（４月～２月分）17,595kwh＝70,380円
④雄和観光施設および河辺公園施設利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

体育施設管理費（燃料費・光熱費高
騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する体育施設の電気・ガス料金
の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気およびガス料金の高騰相当分
③電気21,041,850円＋ガス1,754,282円＝22,796,132円
・電気料金
｛７年度平均単価（４月～１１月分）49円－３年度平均単価（４
月～２月分）34円｝×７年度使用量1,402,790kwh（４月～２月
分）＝21,041,850円
・ガス料金
｛７年度平均単価（４月～１２月分）145円－３年度平均単価（４
月～２月分）123円｝×７年度使用量75,161㎥（４月～２月分）＝
1,653,542円
・プロパンガス料金
｛７年度平均単価（４月～１１月分）969円－３年度平均単価（４
月～２月分）739円｝×７年度使用量438㎥（４月～２月分）＝
100,740円
④体育施設利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

にぎわい交流館等施設管理費
（燃料費・光熱費高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面するぎわい交流館の電気料金の
一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②指定管理料のうち電気料金の高騰相当分
③電気料金｛７年度平均単価（４月～２月分）31円－３年度平
均単価（４月～２月分）24円}×７年度使用量（４月～２月分）
639,383kwh＝4,475,681円
④にぎわい交流館利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

秋田市ポートタワー・秋田港振興セン
ター管理運営経費
（燃料費・光熱費高騰分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する秋田市ポートタワー
および秋田港振興センターの電気料金・ガス料金の一部に充
当し、安定的な管理・運営を行う。
②指定管理料のうち電気・ガス料金の高騰相当分
③電気9,940,480円＋ガス1,607,229円＝11,547,709円
・電気料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）31円－３年度平均単価（４月
～２月分）20円}×７年度使用量（４月～２月分）903,680kwh＝
9,940,480円
・ガス料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）144円－３年度平均単価（４月
～２月分）117円}×７年度使用量（４月～２月分）59,527㎡＝
1,607,229円
④秋田市ポートタワーおよび秋田港振興センター利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

文化創造館管理運営経費
（光熱費高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する秋田市文化創造館の電気・
ガス料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気・ガス料金の高騰相当分
③電気1,290,380円＋ガス548,964＝1,839,344円
・電気料｛７年度平均単価（４月～２月分）33円－３年度平均単
価（４月～２月分）26円｝×７年度使用量（４月～２月分）
184,340kwh＝1,290,380円
・ガス料金｛７年度平均単価（４月～12月分）140円－３年度平
均単価（４月～２月分）123円｝×７年度使用量（４月～２月分）
32,292㎥＝548,964円
④秋田市文化創造館
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

秋田市民交流プラザ管理費（電気料
金高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する秋田駅東西連絡自由通路および秋
田駅東口駅前広場の電気料金の一部に充当し、安定的な管理・運営
を行う。
②電気料金の高騰相当分
③（1）3,025,328円＋（2）1,098,516円＝4,123,844円
（1）秋田駅東西連絡自由通路
・通路電気料
｛７年度平均単価（４月～２月分）28円－３年度平均単価（４月～２月
分）19円｝×７年度使用量（４月～２月分）314,944kWh＝2,834,496円
・通路屋根融雪電気料
｛７年度平均単価（４月～２月分）32円－３年度平均単価（４月～２月
分）30円｝×７年度使用量（４月～２月分）95,416kWh＝190,832円
（２）秋田駅東口駅前広場
・広場融雪
｛７年度平均単価（４月～２月分）38円－３年度平均単価（４月～２月
分）26円｝×７年度使用量（４月～２月分）91,543kwh＝1,098,516円
④秋田駅東西連絡自由通路および秋田駅東口駅前広場利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

大森山動物園会計・動物園運営費
（燃料費・光熱水費高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する大森山動物園の電気・ガス料金（灯油代）
の一部に充当し、利用者への価格転嫁を防ぐ。
②電気・ガス・灯油料金の高騰相当分
③電気6,972,338円＋ガス638,463円＋灯油1,863,489円＝9,474,290円
・電気料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）30円－３年度平均単価（４月～２月分）20
円｝×７年度使用量（４月～２月分）647,249kWh＝6,472,490円【高圧】
｛７年度平均単価（４月～２月分）24円－３年度平均単価（４月～２月分）20
円｝×７年度使用量（４月～２月分）124,962kWh＝499,848円【低圧】
・ガス料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）3,189円－３年度平均単価（４月～２月分）
1,662円｝×６年度使用量（４月～２月分）113㎥＝172,551円【小口】
｛７年度平均単価（４月～２月分）491円－３年度平均単価（４月～２月分）
419円｝×７年度使用量（４月～２月分）6,471㎥＝465,912円【大口】
・灯油料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）123円－３年度平均単価（４月～２月分）
101円｝×７年度使用量（４月～２月分）11,320L＝249,040円【1kL未満】
｛７年度平均単価（４月～２月分）119円－３年度平均単価（４月～２月分）
100円｝×７年度使用量（４月～２月分）84,971L＝1,614,449円【1kL以上6kL
未満】
④動物園施設利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

秋田城跡歴史資料館管理費
（光熱費高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する秋田城跡歴史資料館の電気
およびガス料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気およびガス料金の高騰相当分
③電気およびガス料金電気料金722,856円（電気料金394,296
円＋ガス料金328,560円)
・電気料金分
｛７年度平均単価（４月～２月分）34円－３年度平均単価（４月
～２月分）22円｝×７年度使用量（４月～２月分）32,858ｋｗｈ＝
394,296円
・ガス料金分
｛７年度平均単価（４月～２月分）146円－３年度平均単価（４月
～２月分）109円｝×７年度使用量（４月～２月分）8,880㎥＝
328,560円
④秋田城跡歴史資料館利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

美術館管理費（燃料費・光熱費高騰
分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する千秋美術館の電
気・ガス料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気・ガス料金の高騰相当分
③電気5,624,304円＋ガス1,365,916円＝6,990,220円
・電気料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）25円－３年度平均単価（４月
～２月分）18円}×７年度使用量803,472kwh（４月～２月分）＝
5,624,304円
ガス料金
｛７年度平均単価（４月～２月分）143円－3年度平均単価（４月
～２月分）109円}×７年度使用量40,174㎥（４月～２月分）＝
1,365,916円
④千秋美術館利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

赤れんが郷土館管理費（光熱費高騰
分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する赤れんが郷土館の
電気・ガス料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気・ガス料金の高騰相当分
③電気554,337円＋ガス382,713円＝937,050円
・電気料金
　｛７年度平均単価(４月～２月分）34円－３年度平均単価（４月
～２月分）25円｝×７年度使用料（４月～２月分）61,593kwh＝
554,337円
・ガス料金
　７年度平均単価(４月～２月分）16３円－３年度平均単価（４月
～２月分）134円｝×７年度使用料（４月～２月分）13,197㎥＝
382,713円
④秋田市立赤れんが郷土館利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

民俗芸能伝承館管理費（光熱費高騰
分）

①光熱費の価格高騰に直面する民俗芸能伝承館の電気料金
の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金の高騰相当分
③｛７年度平均単価（４月～２月分）４２円－３年度平均単価（４
月～２月分）28円}×７年度使用量（４月～２月分）80,516kwh＝
1,127,224円
④民俗芸能伝承館利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

河辺岩見温泉交流センター管理運営
費（燃料費・光熱水費高騰分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する河辺岩見温泉交流
センター施設の電気料金・灯油代の一部に充当し、安定的な
管理・運営を行う。
②電気料金・灯油代の高騰相当分
③【電気代】｛７年度平均単価（４月～２月分）29円－３年度平
均単価（４月～２月分）21円}×７年度使用量（４月～２月分）
188,827kwh＝1,510,616円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
【灯油代】｛７年度平均単価（４月～２月分）122円－３年度平均
単価（４月～２月分）98円}×７年度使用量（４月～２月分）
72,303ℓ＝1,735,272円
計1,510,616円＋1,735,272円＝3,245,888円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
④河辺岩見温泉交流センター施設利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

斎場管理費（光熱費高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する秋田市斎場の電気料金およ
びガス料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金およびガス料金の高騰相当分
③（７年度平均単価（４月～２月分）－３年度平均単価（４月～
２月分））×７年度使用量（４月～２月分）
・電気料金：（36円－23円）×636,180KWh＝8,270,340円
　R7.４月～１２月分の自動販売機電気料金分を除す。
　8,270,340円　－　49,713円　＝　8,220,627円・・・Ａ
・ガス料金：（147円－115円）×255,547㎥＝8,177,504円・・・Ｂ
計：Ａ＋Ｂ＝16,398,131円
※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
※実績がでていない月は見込みで積算
④ 秋田市斎場利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

西部地域コミュニティセンター管理運
営費（燃料費・光熱費高騰対応）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する西部地域コミュニ
ティセンターの電気料金、都市ガス料金、ＬＰガス料金、灯油代
の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金、都市ガス料金、ＬＰガス料金、灯油代の高騰相当
分
③（７年度平均単価（４月～２月分）－３年度平均単価（４月～
２月分））×７年度使用量（４月～２月分）
【電気料金】（34円－29円)×93,647kWh＝468,235円
【都市ガス料金】（155円－125円）×7,724㎥＝231,720円
【LPガス料金】（2,526円－1,587円）×34.50㎥＝32,395円
【灯油代】（124円－106円）×4,842ℓ＝87,156円
計　468,235円＋231,720円＋32,395円＋87,156円＝819,506円
※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
※実績がでていない月は見込みで積算
④西部地域コミュニティセンター（勝平、下浜、浜田、豊岩）利
用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

新屋ガラス工房管理費（光熱費高騰
対応）

①光熱費の価格高騰に直面する新屋ガラス工房の電気料金
の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金の高騰相当分
③｛７年度平均単価（４月～２月分）31円－３年度平均単価（４
月～２月分）21円}×７年度使用量（４月～２月分）279,861kWh
＝2,798,610円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
④新屋ガラス工房利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

北部地域コミュニティセンター等管理
運営費（燃料費・光熱費高騰分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する北部地域コミュニ
ティセンター等の燃料費・ガス料金の一部に充当し、安定的な
管理・運営を行う。
②都市ガス料金・灯油代の高騰相当分
③（都市ガス料金）
｛７年度平均単価（４月～２月分）297円－３年度平均単価（４月
～２月分）276円}×７年度使用量（４月～２月分）15,499㎥＝
325,479円
（灯油代）
｛７年度平均単価（４月～２月分）127円－３年度平均単価（４月
～２月分）104円}×７年度使用量（４月～２月分）13,399L＝
308,177円
（都市ガス料金＋灯油代）325,479円+308,177円=633,656円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
④北部地域コミュニティセンター等(外旭川、将軍野、飯島、港
北、寺内、飯島南、金足、上新城、下新城、下新城交流セン
ター）利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

土崎みなと歴史伝承館管理費（光熱
費高騰分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する土崎みなと歴史伝
承館の電気料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金の高騰相当分
③（電気代）
｛７年度平均単価（４月～２月分）41円－３年度平均単価（４月
～２月分）28円}×７年度使用量（４月～２月分）165,009kWh＝
2,145,117円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
④土崎みなと歴史伝承館利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

河辺地域コミュニティセンター等管理
運営費（燃料費・光熱水費高騰分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する河辺岩見三内地区
コミュニティセンター施設の電気料金・灯油代の一部に充当
し、安定的な管理・運営を行う。
②交付金を充当する経費内容
　電気料金・灯油代の高騰相当分
③【電気代】｛７年度平均単価（４月～２月分）38円－３年度平
均単価（４月～２月分）28円}×７年度使用量（４月～２月分）
55,871kwh＝558,710円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
【灯油代】｛７年度平均単価（４月～２月分）117円－３年度平均
単価（４月～２月分）116円}×７年度使用量（４月～２月分）
1,238ℓ＝1,238円
計558,710円＋1,238円＝559,948円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
④河辺岩見三内地区コミュニティセンター施設利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

雄和地域コミュニティセンター等管理
運営費（光熱費・燃料費高騰分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する雄和基幹集落セン
ター、雄和地区北部コミュニティ施設の電気料金・灯油代の一
部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金・灯油代の高騰相当分
③【電気代】｛７年度平均単価（４月～２月分）45円－３年度平
均単価（４月～２月分）43円}×７年度使用量（４月～２月分）
11,002kwh＝22,004円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
【灯油代】｛７年度平均単価（４月～２月分）115円－３年度平均
単価（４月～２月分）107円}×７年度使用量（４月～２月分）900
ℓ＝7,200円
計　22,004円+7,200円=29,204円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
④雄和基幹集落センター、雄和地区北部コミュニティ施設利用
者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

南部地域コミュニティセンター管理運
営費（光熱費高騰対応）

①光熱費の価格高騰に直面する南部地域コミュニティセンター
の都市ガス料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②都市ガス料金の高騰相当分
③（７年度平均単価（４月～２月分）－３年度平均単価（４月～
２月分））×７年度使用量（４月～２月分）
【都市ガス料金】（168円－134円）×13,016㎥＝442,544円
※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
※実績がでていない月は見込みで積算
④南部地域コミュニティセンター（大住、仁井田）利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

東部地域コミュニティセンター管理運
営費（光熱費・燃料費高騰分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する東部地域コミュニ
ティセンターの電気料金・都市ガス料金・ＬＰガス料金・灯油代
の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金・都市ガス料金・ＬＰガス料金・灯油代の高騰相当
分
③（７年度平均単価（４月～２月分）－３年度平均単価（４月～
２月分））×７年度使用量（４月～２月分）
【電気料金】36円－35円）×133,441kWh＝133,441円
【都市ガス料金】（145円－133円）×12,152㎥＝145,824円
【ＬＰガス料金】（1,886円－1,781円）×63㎥＝6,615円
【灯油代】（122円－105円）×12,051ℓ＝204,867円
計　133,441円＋145,824円＋6,615円＋204,867円＝490,747円
※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
※実績がでていない月は見込みで積算
④東部地域コミュニティセンター（旭川、東、明徳、太平、下北
手、桜）利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

中央地域コミュニティセンター管理費
（燃料費・光熱費高騰対応）

①燃料費・光熱費の価格高騰に直面する中央地域の各地区コミュニ
ティセンターの灯油代および電気料金・ガス料金の一部に充当し、安
定的な管理・運営を行う。
②灯油代、電気料金・ガス料金の高騰相当分
③【灯油代】
｛７年度平均単価（４月～２月分）122円－３年度平均単価（４月～２月
分）88円}×７年度使用量（４月～２月分）6,551L＝222,734円
【電気料金】
｛７年度平均単価（４月～２月分）36円－３年度平均単価（４月～２月
分）32円}×７年度使用量（４月～２月分）250,437kWh＝1,001,748円
【ガス料金】
｛７年度平均単価（４月～２月分）140円－３年度平均単価（４月～２月
分）117円}×７年度使用量（４月～２月分）53,699m3＝1,235,077円
計222,734＋1,001,748＋1,235,077＝2,459,559円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月は見込みで積算
④中央地域各地区コミュニティセンター（楢山、茨島、泉、八橋、旭北、
保戸野、川尻、旭南）利用者
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

病院法人運営費負担金等（物価高騰
対策分）

①エネルギー価格の高騰の影響を受けている地方独立行政
法人市立秋田総合病院に対し、物価高騰に伴う支援策とし
て、地方独立行政法人法に基づく運営費交付金を交付し、地
域の中核的な医療施設として、利用者へ安定的に医療を提供
する。
②交付金
③エネルギー価格高騰影響額（ガス・重油・電気分）
　ガス分１７,７９９千円、重油分７８２千円、電気分４,００６千円
　計２２,５８７千円（各月の高騰額の積上げにより算定※１２月
時点の積算）
④地方独立行政法人市立秋田総合病院

R8.3 R8.3
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

障害者支援施設等物価高騰対策事
業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う支援策として、
障害者支援施設等に対し、光熱水費等および食材料費の一
部を助成し施設の負担軽減を図る。
②補助金（障害者支援施設等における光熱水費等および食材
料費）
③補助単価
　光熱水費：13,400円×999人（50施設）＝13,386,600円
　　　　　　　　9,300円×3,083人（164施設）＝28,671,900円
　　　　　　　　103,000円×29施設＝2,987,000円
　食材料費：10,100円×30人（1入所施設）＝303,000円
　　　　　　　　6,700円×969人（49入所施設）＝6,492,300円
　　　　　　　　3,350円×3,083人（16４通所施設）＝10,328,050円
　手数料（口座振替手数料）：99件　15,000円
　事業費62,184千円（その他31,083千円は県補助）
※対象施設で令和7年度中に新設があった場合は、月割りで
の交付となる。
④障害者支援施設等（243施設）

R8.1 R8.3
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

老人福祉施設物価高騰対策事業（介
護保険施設物価高騰対策事業）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う支援策として、介
護保険施設等に対し、光熱水費等および食材料費の一部を助成し
施設の負担軽減を図る。
②補助金（介護保険施設等における光熱水費等および食材料費）
③補助単価
　光熱水費等：13,400円×6,930人（199入所施設）＝92,862,000円
　　　　　　　9,300円×2,801人（135通所施設）＝26,049,300円
　　　　　　　103,000円×274施設＝28,222,000円
　食材料費：10,100円×6,930人（199入所施設）＝69,993,000円
　　　　　　3,350円×2,801人（135通所施設）＝9,383,350円
　手数料（口座振替手数料）：263件　38,000円
　事業費226,548千円（その他113,254千円は県補助）
※複合施設（入所・通所の両方）が27施設
※対象施設で令和7年度中に新設、廃止があった場合は、月割り
での交付となる。
④介護保険施設等（581施設）

R8.1 R8.3
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⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

老人福祉施設物価高騰対策事業（軽
費老人ホーム物価高騰対策事業）

①物価高騰に伴う支援策として、軽費老人ホームに対し、光熱
水費等および食材料費の一部を助成し施設の負担軽減を図
る。
②補助金（軽費老人ホームにおける光熱水費等および食材料
費）
③補助単価
　光熱水費等：13,400円×340人＝4,556,000円
　食材料費：   10,100円×340人＝3,434,000円
　手数料（口座振替手数料）：９件　2,000円
　事業費7,992千円（その他3,995千円は県補助）
④軽費老人ホーム（９施設）　※介護保険法における特定施設
１施設分除く

R8.1 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

老人福祉管理費（いこいの家維持管
理経費）（燃料費・光熱水費高騰対応
分）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面するいこいの家の維持
管理のために必要な経費
②燃料費および光熱費
③889,111円
 燃料費　R7単価とR3単価の差額＊数量
　電気（37円/kWh-30円/kWh）×67,577kWh=473,039円
 　都市ガス（1,032円/m3-673円/m3）×3m3=1,077円
 　プロパンガス（1,523円/m3-1,186円/m3）×43.4m3=14,625円
 　重油代（112円-93円）×11,300㍑=214,700円
   灯油代(66円－56円)×18,567㍑=185,670円
④老人いこいの家（３館）利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

放課後子ども教室推進事業
（児童館等の燃料費・光熱費等高騰
対応）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する電気料金、ガ
ス料金、燃料費の一部に充当し、児童館等（38）の運営を継続
する。
②電気料金、ガス料金、燃料費(灯油代)の高騰相当分
③積算根拠　5,028,924円
【電気】　｛７年度平均単価（４月～２月分）38円－３年度平均単
価（４月～２月分）34円}×７年度使用量（４月～２月分）262,132
＝1,048,528円
【灯油】　｛７年度平均単価（４月～２月分）123円－３年度平均
単価（４月～２月分）102円}×７年度使用量（４月～２月分）
25,786×＝541,506円
【LPガス】｛７年度平均単価（４月～２月分）545円－３年度平均
単価（４月～２月分）526円}×７年度使用量（４月～２月分）
1,310＝24,890円
【都市ガス】　｛７年度平均単価（４月～２月分）1,190円－３年度
平均単価（４月～２月分）940円}×７年度使用量（４月～２月
分）13,656＝3,414,000円
④児童館等

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

児童福祉施設管理費
（公立保育所の燃料費・光熱費等高
騰対応）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する公立保育所の
電気料金、ガス料金、燃料費の一部に充当し、安定的な管理・
運営を行う。
②電気料金、灯油代、ガス代の高騰相当分
③積算根拠
【電気】※内税単価　｛７年度平均単価（４月～８月分）40円－３
年度平均単価（４月～２月分）32円}×７年度使用量（４月～２
月分）239,162＝1,913,296円
【灯油】※税抜単価　｛７年度平均単価（４月～９月分）113円－
３年度平均単価（４月～２月分）96円}×７年度使用量（４月～２
月分）31,398×（１＋税率10%）≒587,142円
【LPガス】※内税単価　｛７年度平均単価（４月～９月分）689円
－３年度平均単価（４月～２月分）636円}×７年度使用量（４月
～２月分）1,903＝100,859円
【都市ガス】※内税単価　｛７年度平均単価（４月～９月分）192
円－３年度平均単価（４月～２月分）164円}×７年度使用量（４
月～２月分）2,121＝59,388円
④公立保育所

R7.4 R8.3
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⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

商店街・地域中小企業団体等消費拡
大支援事業（物価高騰対応）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている
市内商店街、商工団体および市内の中小企業者で構成される
団体等に対して支援を行うことにより、市民の消費を喚起し地
域経済の活性化を図る。
②補助金
③総事業費　7,000千円
補助金　商店街振興組合等　2,000千円×1件＝2,000千円
　　　　　 商店街等　　　 　　　 1,000千円×4件＝4,000千円
    　　　　　加算分　　　　　　　1,000千円×1件=1,000千円
④秋田市商店街連盟に加入する商店街、秋田市商店街連
盟、秋田商工会議所、河辺雄和商工会、市内の中小企業者等
で構成される団体等

R7.10 R8.3
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⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

清酒製造業者原料米高騰対応支援
事業（物価高騰対応）（国のR6補正予
算分）

①日本酒の原料である酒造好適米および加工用米の高騰に
より、原材料費の負担が急激に増加し負担の上昇分を価格転
嫁等による事業者の自助努力で対応することが困難であり、
厳しい経営が見込まれる清酒製造業者への影響緩和策とし
て、補助金を交付する。
②補助金
③総事業費　102,065千円
補助金　102,065千円
④市内に本社を有する清酒製造業者

R8.1 R8.3
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⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

清酒製造業者原料米高騰対応支援
事業（物価高騰対応）（国のR7予備費
分）

①日本酒の原料である酒造好適米および加工用米の高騰に
より、原材料費の負担が急激に増加し負担の上昇分を価格転
嫁等による事業者の自助努力で対応することが困難であり、
厳しい経営が見込まれる清酒製造業者への影響緩和策とし
て、補助金を交付する。
②補助金
③総事業費　102,065千円
補助金　102,065千円
④市内に本社を有する清酒製造業者

R8.1 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

小学校管理費（燃料費・光熱水費高
騰分）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する秋田市立小学
校の電気料金、ガス料金、燃料費の一部に充当し、安定的な
管理・運営を行う。
②電気料金、ガス料金、燃料費の高騰相当分
③（７年度平均単価－３年度平均単価）×７年度使用量
　電気料金：（41円－27円）×5,229,609kwh＝73,214,526円
  ガス料金：（176円-149円）×271,335㎡＝7,326,045円
　燃料費（灯油等）：（117円－103円）×622,236Ｌ＝8,711,304円
　燃料費(プロパンガス)：(1,885円－1,337円)×123.2㎥=67,513
円
④秋田市立小学校児童

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

中学校管理費（燃料費・光熱水費高
騰分）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する秋田市立中学
校の電気料金、ガス料金、燃料費の一部に充当し、安定的な
管理・運営を行う。
②電気料金、ガス料金、燃料費の高騰相当分
③（７年度平均単価－３年度平均単価）×７年度使用量
　電気料金：（37円－26円）×2,725,842kwh＝29,984,262円
  ガス料金：（143円-137円）×317,458㎡＝1,904,748円
　燃料費（灯油等）：（117円－105円）×326,946Ｌ＝3,923,352円
④秋田市立中学校生徒

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

学校給食センター管理費（燃料費・光
熱水費高騰分）

①目的・効果
　光熱費の価格高騰に直面する雄和学校給食センターの電気
料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②交付金を充当する経費内容
　電気料金の高騰相当分
③積算根拠
　｛７年度平均単価（４月～２月分）４２円－３年度平均単価（４
月～２月分）２２円}×７年度使用量（４月～２月分）１１７，５６５
kwh＝２，３５１，３００円
　※平均単価は金額／使用量（小数点以下切捨て）
　※実績がでていない月（１０月～２月）は見込みで積算
④事業の対象
　雄和学校給食センター利用児童生徒

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

小学校スクールバス運行経費（燃料
費高騰分）

①目的・効果
燃料費の物価高騰に直面する小学校スクールバスの軽油代
の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②交付金を充当する経費内容
軽油代の高騰相当分
③積算根拠
{７年度平均単価（４月～２月分）153円－３年度平均単価（４月
～２月分）136円}×７年度使用量（４月～２月分）6,216ℓ＝
105,672円
④事業の対象
市立小学校スクールバス利用児童

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

中学校スクールバス運行経費（燃料
費高騰分）

①目的・効果
燃料費の物価高騰に直面する中学校スクールバスの軽油代
の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②交付金を充当する経費内容
軽油代の高騰相当分
③積算根拠
{７年度平均単価（４月～２月分）153円－３年度平均単価（４月
～２月分）137円}×７年度使用量（４月～２月分）2,258ℓ＝
36,128円
④事業の対象
市立小学校スクールバス利用生徒

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

土崎みなと会館管理費（燃料費・光熱
水費高騰分）

①光熱水費および燃料費の価格高騰に直面する土崎みなと
会館の電気、ガスの一部に充当し、安定的な管理・運営を行
う。
②交付金を充当する経費内訳：電気、ガスの高騰相当分
③電気（39円－34円）×3,090＝15,450円
ガス（212円－193円）×426㎥＝8,094円
④土崎みなと会館利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

将軍野高齢者学習センター管理費
（燃料費・光熱水費高騰分）

①光熱水費および燃料費の価格高騰に直面する将軍野高齢
者学習センターの電気、ガスおよび灯油代の一部に充当し、
安定的な管理・運営を行う。
②電気、ガスおよび灯油代の高騰相当分
③電気（37円－33円）×2,977＝11,908円
ガス（542円－390円）×30㎥＝4,560円
灯油（122円－102円）×651ℓ＝13,020円
④将軍野高齢者学習センター利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

社会教育バス運行経費（燃料費高騰
分）

①燃料費の価格高騰に直面する社会教育バスの軽油代の一
部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②軽油代の高騰相当分
③軽油代：（155円－136円）×5,457ℓ＝103,683円
④社会教育バス利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

自然科学学習館管理費（燃料費高騰
分）

①目的・効果
燃料費の物価高騰に直面する自然科学学習館バスの軽油代
の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②交付金を充当する経費内容
軽油代の高騰相当分
③積算根拠
{７年度平均単価（４月～２月分）153円－３年度平均単価（４月
～２月分）137円}×７年度使用量（４月～２月分）2,400ℓ＝
38,400円
④事業の対象
自然科学学習館バス利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

太平山自然学習センター管理費（燃
料費・光熱水費高騰分）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する太平山自然学
習センターの電気料金およびガス・軽油代等の一部に充当し、
安定的な管理・運営を行う。
②電気料金、ガス料金、軽油代等の高騰相当分
③｛７年度平均単価（４月～２月分）－３年度平均単価（４月～
２月分）｝×７年度使用量（４月～２月分）
　　電気料金：（36円－22円）×241,005kwh＝3,374,070円
　ガス料金：（398円－290円）×16,276㎥＝1,757,808円
　軽油代等：（166円－152円）×3,234.8㍑＝45,287円
④太平山自然学習センター利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

明徳館管理費（燃料費・光熱水費高
騰分）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する中央図書館明
徳館の電気料金、ガス料金、燃料費の一部に充当し、安定的
な管理・運営を行う。
②電気料金、ガス料金、燃料費の高騰相当分
③（７年度平均単価－３年度平均単価）×７年度使用量
　電気料金：（34円－24円）×336,675kwh＝3,366,750円
　ガス料金：（183円－157円）×24,148㎥＝627,848円
　燃料費：（90円－77円）×62,628Ｌ＝814,164円
④秋田市立中央図書館明徳館利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

土崎図書館管理費（燃料費・光熱水
費高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する土崎図書館の電気料金およ
びガス料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金、ガス料金の高騰相当分
③｛７年度平均単価（４月～２月分）－３年度平均単価（４月～
２月分）｝×７年度使用量（４月～２月分）
　　電気料金：（33円－23円）×82,098kwh＝820,980円
　ガス料金：（148円－119円）×10,434㎥＝302.586円
④土崎図書館利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

新屋図書館管理費（燃料費・光熱水
費高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する新屋図書館の電気料金の一
部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金の高騰相当分
③｛７年度平均単価（４月～２月分）－３年度平均単価（４月～
２月分）｝×７年度使用量（４月～２月分）
　　電気料金：（45円－25円）×69,116kwh＝1,382,320円
④新屋図書館利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

雄和図書館管理費（燃料費・光熱水
費高騰分）

①光熱費の価格高騰に直面する雄和図書館のガス料金の一
部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②ガス料金の高騰相当分
③｛７年度平均単価（４月～２月分）－３年度平均単価（４月～
２月分）｝×７年度使用量（４月～２月分）
　ガス料金：(323円-242円)×2,424㎥＝196,344円
④雄和図書館利用者

R7.4 R8.3

66

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

秋田商業高等学校管理費（燃料費・
光熱水費高騰分）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する秋田商業高等
が学校の電気料金、灯油代、ガス料金の一部に充当し、安定
的な管理・運営を行う。
②電気料金、灯油代、ガス料金の高騰相当分
③（７年度平均単価－３年度平均単価）×７年度使用量
　電気料金：（31円－24円）×246,333kwh＝1,724,331円
　燃料費：（136円－116円）×17,697Ｌ＝353,940円
　ガス料金：(151円－142円)✕9,868㎥＝88,812円
④秋田商業高等学校利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

御所野学院高等学校管理費（燃料
費・光熱水費高騰分）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する御所野学院高
等学校の電気料金、ガス料金、燃料費の一部に充当し、安定
的な管理・運営を行う。
②電気料金、ガス料金、燃料費の高騰相当分
③（７年度平均単価－３年度平均単価）×７年度使用量
　電気料金：（34円－24円）×135,760kwh＝1,357,600円
  ガス料金：（270円-194円）×333㎡＝25,308円
　燃料費（灯油）：（112円－100円）×24,173Ｌ＝290,076円
　燃料費(ペレット)：(76円－60円)×24,050Kｇ＝384,800円
④秋田市立御所野学院高等学校利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

秋田公立美術大学附属高等学院管
理費（燃料費・光熱水費高騰分）

①光熱費および燃料費の価格高騰に直面する秋田公立美術
大学附属高等学院の電気料金、灯油代、ガス料金の一部に
充当し、安定的な管理・運営を行う。
②電気料金、灯油代、ガス料金の高騰相当分
③（７年度平均単価－３年度平均単価）×７年度使用量
　電気料金：（31円－22円）×106,719kwh＝960,471円
　燃料費：（118円－103円）×9,700Ｌ＝145,500円
　ガス料金：(382円－335円)×57㎥＝2,679円
④秋田公立美術大学附属高等学院利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

中心市街地消費喚起事業(物価高騰
対応）

①原材料や電気・ガスなどの高騰により売上減少等の影響を
受けている事業者を支援するため、中心市街地ににぎわいを
形成する販促イベントに対し、その費用の一部を補助する。
②補助金
③イベント開催費用
④商店街・商業施設等

R8.1 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

老人福祉センター管理費（燃料費・光
熱費等高騰対応）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する老人福祉センター
の電気・ガス・燃料費の一部に充当し、安定的な管理・運営を
行う。
②電気・ガス・燃料費の高騰相当分　※（R7単価とR3単価の差
額）×数量
③電気（29.12円/kWh-21.53円/kWh）×248,627kwh=1,887,079
円
 　ガス（178.47円/m3-150.56円/m3）×47,099m3=1,314,533円
 　ペレット燃料（84.7円-60.5円）×52,000kg＝1,258,400円
（合計　4,460,012円）
④秋田市老人福祉センター利用者

R7.4 R8.3

71

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

総合福祉交流センター管理費（燃料
費・光熱費等高騰対応）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する河辺総合福祉交流
センターの電気料金の一部に充当し、安定的な管理・運営を
行う。
②電気料金の高騰相当分　※（R７単価とR3単価の差額）×数
量
③電気　業務用（42.57円/kWh-30.2円/kWh）×74,351kWh＝
919,722円
深夜：単価分（20.65円/kWh-14.06円/kWh）×
53,098kWh=349,916円
基本料金分（1,529,880円-673,200円）=856,680円
融雪 145,565円-143,073円=2,492円
(合計　2,128,810円)
④秋田市河辺総合福祉交流センター利用者

R7.4 R8.3
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⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

御所野交流センター管理費（燃料費・
光熱費等高騰対応）

①光熱費（燃料費）の価格高騰に直面する御所野交流セン
ターの電気・重油代の一部に充当し、安定的な管理・運営を行
う。
②電気・重油代の高騰相当分　※（R7単価とR3単価の差額）
×数量
③電気（23.59円/kWh-19.80円/kWh）×105,588kWh=400,179円
 　重油代（99.99円-80.19円）×27,200㍑=538,560円
（合計　938,739円）
④秋田市御所野交流センター利用者
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②物価高騰に伴う低
所得者世帯・高齢者
世帯支援

福祉灯油購入費助成事業

①エネルギー価格等の物価高騰に伴う生活支援策として、経
済的に困窮する世帯（非課税世帯）に対し、冬期間における灯
油購入費等の支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持
する。
②低所得世帯への給付及び事務費（委託費、役務費等）
③令和７年度住民税非課税世帯42,000世帯×5千円
④令和７年度住民税非課税世帯（42,000世帯）
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⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

私立保育所等物価高騰対策事業

①生鮮食料費の価格高騰に直面する私立保育所の副食費の
一部に充当し、安定的な管理・運営を行う。
②副食費の高騰相当分
③【補助金】補助単価8,700円×対象児童数5,086人＝
44,248,200円
　・補助単価：(副食費月額（R3）4,500円×物価上昇率25％－
R7公定価格等増額分400円)×12月
　・対象児童数：令和７年10月初日利用児童数（満３歳以上）
　 【事務費】振込手数料12,245円
　※その他22,124千円は県補助（県1/2、市1/2）
④私立認可保育所、認定こども園、地域型保育事業者（副食
提供施設のみ）、幼稚園、および認可外保育施設
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⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

放課後児童クラブ物価高騰対策事業

①放課後児童クラブ（55クラブ）に対し、経営の安定に向けて
光熱費価格高騰対策支援として補助する。
②光熱費の価格高騰分
③【補助金】補助単価1,000円×登録児童数2,394人＝
2,394,000円
　・補助単価：令和６年度の児童１人当たりの光熱費10,578円
×R6-R7物価高騰率10％≒1,000円
　 【事務費】振込手数料7,619円
　※その他1,197千円は県補助（県1/2、市1/2）
④放課後児童クラブ（児童センター内で実施しているクラブは
除く。）
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⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

飲食店応援消費喚起ポイント還元事
業

①物価高騰等の影響を受ける市内飲食店を支援するため、
キャッシュレス決済の利用者に対し、ポイント還元を行う。
②業務委託料
③業務委託料（235,750千円）
④市内対象店舗利用者
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77
⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

畜産経営安定支援事業

①農業資材等の価格高騰が継続していることから、飼料や光
熱動力費等の価格上昇分の一部を支援し、畜産経営の安定
を図る。
②補助金
③補助金16,350千円
肉用牛：1,369頭×３千円＝4,107千円
乳用牛：131頭×11千円＝1,441千円
豚：253頭×８千円＝2,024千円
羊：61頭×３千円＝183千円
鶏：505,577羽×17円＝8,595千円
④秋田市内に住所を有する畜産経営者
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⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

園芸作物経営安定支援事業

①農業生産資材の価格高騰が継続していることから、園芸作
物の作付に対して支援し、農業経営の安定を図る。
②補助金、消耗品費（チラシ用）、通信運搬費（通知文書郵送
料）、手数料（JA広報誌周知用）、業務委託料
③補助金8,365千円（内訳：野菜5,930千円、花き1,539千円、果
樹896千円）、消耗品費（チラシ用）53千円、通信運搬費（通知
文書郵送料）58千円、手数料（JA広報誌周知用）32千円、業務
委託料1,731千円
④令和７年分の野菜・花き・果樹の販売実績が10万円以上の
農業者等

R8.1 R8.3
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⑥中小企業・小規模
事業者の賃上げ環
境整備

中小企業賃上げ基盤強化支援事業

①市内企業が最低賃金引上げに伴う人件費や物価高騰の課
題に対応できるよう、業務の効率化や高度化につながる設備
導入やＡＩなどを活用したＤＸの推進費用等の一部を補助す
る。
②消耗品費、補助金
③総事業費　12,171千円
消耗品費（トナー等）　171千円
補助金　12,000千円
1,000千円×10＝10,000千円
500千円×4＝2,000千円
④本市内に事業所、店舗等があり、申請時点で１年以上の事
業実績がある中小企業者

R8.3 R8.3
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⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

商店街・地域中小企業団体等消費拡
大支援事業（物価高騰対応）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている
市内商店街、商工団体および市内の中小企業者で構成される
団体等に対して支援を行うことにより、市民の消費を喚起し地
域経済の活性化を図る。
②消耗品費、補助金
③総事業費　32,220千円
消耗品費（トナー等）　220千円
補助金　商店街振興組合等　2,000千円×7件＝14,000千円
　　　　　 商店街等　　　 　　　 1,000千円×14件＝14,000千円
    　　　　　加算分　　　　　　　1,000千円×4件=4,000千円
④秋田市商店街連盟に加入する商店街、秋田市商店街連
盟、秋田商工会議所、河辺雄和商工会、市内の中小企業者等
で構成される団体等
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⑪推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

秋田駅前大型商業施設消費喚起支
援事業

①原材料や電気・ガスなどの高騰により売上減少等の影響を
受けている事業者を支援するため、中心市街地ににぎわいを
形成する販促イベントに対し、その費用の一部を補助する。
②補助金
③イベント開催費用
　・プレミアム商品券の発行　20,000千円
　　（プレミアム分13,500千円、事務費6,500千円）
　・販売促進イベントの開催　10,000千円
　　（企画・出店経費10,000千円）
④商店街・商業施設等
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